
月刊　宇城通信あなたのくらしにピタッと

　

ひ
と
り
親
の

　

就
業
を
支
援
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
就
業
に

結
び
付
く
よ
う
な
資
格
や
技
術
を
身
に

付
け
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、
受
講

費
用
の
一
部
を
給
付
し
ま
す
。

対 

象　

市
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父　

母
で
、
表
内
の
要
件
を
満
た
す
人

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

問 

子
育
て
支
援
課  

☎（
33
）１
１
１
８

健
診

　

集
団
健
診

　

ま
だ
申
し
込
み
で
き
ま
す

　

市
で
は
毎
年
４
～
５
月
に
か
け
て
集

団
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
体
の
状
態
を
確
認
し
て
、
健
康
維

持
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

申
込
書
は
１
月
上
旬
に
各
世
帯
へ
郵

送
し
て
い
ま
す
。
申
込
書
を
紛
失
し
た

場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
在
住
で
20
歳
以
上
の
人

健 

診
の
種
類　

基
本（
特
定
）健
診
、
腹　

部
超
音
波
、
肺
が
ん
、
胃
が
ん（
バ　

リ
ウ
ム
）、
大
腸
が
ん（
便
検
査
）、　　

骨
粗
し
ょ
う
症
、乳
が
ん
、子
宮
が
ん

※�

前
立
腺
が
ん
、
喀か
く
た
ん痰
検
査
、
肝
炎
ウ　

イ
ル
ス
検
診
は
健
診
当
日
に
申
し
込　

ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

持
参
、
郵
送

申
込
先　

宇
城
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

　

�

三
角
保
健
セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
、
各

支
所
、
松
合
出
張
所

※
日
程
と
場
所
は
、
申
し
込
み
後
に
市

　

か
ら
送
付
す
る
問
診
票
と
一
緒
に
お

　

知
ら
せ
し
ま
す
。
都
合
が
合
わ
な
い

　

場
合
は
、
変
更
で
き
ま
す
。

問 

宇
城
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

 

☎（
32
）７
１
０
０

お
知
ら
せ

　

令
和
元
年
分
確
定
申
告
の

　

納
付
期
限
・
振
替
日

納
付
期
限

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

　

納
付
書　
　

３
月
16
日
㊊

　

口
座
振
替　

４
月
21
日
㊋

個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税

　

納
付
書　
　

３
月
31
日
㊋

　

口
座
振
替　

４
月
23
日
㊍

※�

期
限
ま
で
に
納
付
書
・
口
座
振
替
で　

納
税
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
納
付　

期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞
税
が
加
算
さ　

れ
ま
す
。

問 

宇
土
税
務
署　

☎（
22
）０
４
１
０

　

保
護
犬
の
新
し
い
飼
い
主
に

　

な
り
ま
せ
ん
か

　

宇
城
保
健
所
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

事
情
で
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
を
年
間

１
０
０
頭
近
く
保
護
し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
飼
い
主
を
待
っ
て
い
る
保
護

犬
の
譲
渡
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

３
月
18
日
㊌　

13
時
～
15
時

場
所　

県
宇
城
保
健
所
裏

　
　
　
（
公
用
車
駐
車
場
）

問 

県
宇
城
保
健
所
衛
生
環
境
課

　

 

☎（
32
）１
１
４
８

　

未
整
備
地
域
で
の
光
通
信

　

サ
ー
ビ
ス
受
け
付
け
開
始

　

三
角
町
郡
浦
地
区
、
不
知
火
町
松
合

地
区
、
豊
野
町
全
域
の
光
ブ
ロ
ー
ド
バ

ン
ド
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
始
ま
り
ま
す
。

提
供
光
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本「
フ
レ
ッ
ツ
光
」

　

光
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者

　
「
光
コ
ラ
ボ
」

申
込
受
付
開
始
日　
　
　

３
月
20
日
㊎

通
信
サ
ー
ビ
ス
開
始
日　

４
月
21
日
㊋

　

ま
た
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
開
始
前
に
、

地
元
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
日

程
が
決
ま
り
次
第
、
対
象
地
域
に
回
覧

し
ま
す
。

問 

情
報
統
計
課　

☎（
32
）１
１
１
４

　

本
庁
窓
口
の
一
部
を

　

休
日
開
庁
し
ま
す

日
時　

３
月
29
日
㊐
、
４
月
５
日
㊐

　
　
　

９
時
～
16
時

　

業
務
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
手
続
き

が
完
了
し
な
い
場
合
や
受
け
付
け
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

電
話
な
ど
で
担
当
係
へ
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

問 

市
長
政
策
室　

☎（
32
）１
８
０
３

受付窓口 取り扱い業務 問い合わせ

市民課
窓口サービス係

住所異動届（転入・転出・転居届）の受付、
証明書（住民票の写し・戸籍証明書・印鑑
登録証明書）の交付、印鑑登録申請の受付　　��
※特例転入を除く

☎32－1446

市民課
国保年金係

国保・年金の資格異動
※資格が変わったことが分かる証明書がある
　場合のみ

☎32－1417

子育て支援課
子育て支援係

児童手当、子ども医療に関する業務 ☎33－1118

上下水道課 届出業務の受付　　 ☎32－1674

給付金
の

種類

自立支援教育訓練給付金

　就業につながるような講座を受
講した場合、受講終了後に受講経
費の一部を支給

高等職業訓練促進給付金

　専門的な資格を取得するために
修業年限1年以上の養成機関で修業
する場合、訓練促進費を支給

要件

共通　▪児童扶養手当の受給者またはその支給要件と同じ所得水準
　　　▪この給付金の支給を受けたことがない

高等職業訓練促進給付金のみ
　　　▪養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の
　　　　取得が見込まれる
　　　▪就業・育児と修学両立が困難と認められる
　　　▪本制度と同じような趣旨の給付金などを受けていない

対象
講座・資格

▪雇用保険制度の教育訓練給付
　の指定教育訓練講座
▪市が指定する講座

看護師（准看護師）、介護福祉士、
保育士、理学療法士、作業療法士、
理容師、美容師など

支給金額
など

受講料の6割（上限20万円）を講座終
了後に支給。
※専門実践教育訓練給付金の対象講
　座の上限は80万円（修学年数×20
　万円）。
※雇用保険法による教育訓練給付金
　を受けることができる人はその額
　を差し引いて支給。

市民税非課税世帯　月額　10万円
市民税課税世帯　　月額�70,500円
※修業期間の最後の12カ月は月4万
　円加算
支給期間　全修業期間（上限4年）

申込方法
市母子・父子自立支援員との事前相
談が必要です。受講開始日までに相
談がなかった場合は受給できません。

必ず申請前にお問い合わせくださ
い。申請月からの給付となりますの
で、修学開始後、早めに申し込んで
ください。

選挙期日　　　3月22日㊐　7時～18時
告示日　　　　3月5日㊍
※��郵便事情により入場券の到着日が家族で異
なる場合があります。
※�入場券の紛失や届かなかった場合でも、選挙　
人名簿に登録があれば、投票できます。

期日前投票　　3月6日㊎～21日㊏
　　　　　　　8時30分～20時
期日前投票場所　本庁、各支所
※�入場券の裏面にある「期日前投票宣誓書」に　
事前に記入してください。

不在者投票について
　選挙期間中に宇城市以外に滞在している人
は、滞在先の市区町村で不在者投票ができま
す。詳しくは市選挙管理委員会にお問い合わ
せください。
　病院や施設などに入院・入所している人
は、その施設が「不在者投票指定施設」である
場合、施設内で投票することができます。詳
しくは、入院・入所先にご確認ください。

大切な一票です。

進んで投票に行きましょう。

問 市選挙管理委員会（総務課内）☎32－1798

熊本県知事選挙3月22日㊐

このセットを郵送しています
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